
てつどうしに

あって， それぞれの運輸後関ごとに巡送契約を締結するのであ

って ， 通 して巡送することはできない。 (西山消氏)

てつどうしにかんするかんこうぶつ 鉄道史に関する刊行

物 わが国の鉄道発達に対する基本的文献としては， 鉄道創始

以米大正 9 年飲道省の設置にいたる 50 年史，すなわち L 日本鉄

道史l 3 巻と鉄道院綱 L本邦鉄道の社会および経済に及ぼせる

彬響l 3 巻， および昭和 12 以降， 公楽企業休日本固有鉄道の画

期的な新発足前夜までを取扱った し日本陸巡十年史l 4 巻 と が

もっとも重裂なものである。

日本鉄道史(鉄道省編， 大正 10 年刊， 菊判 2，981 ベ ー ジ)は帝

国鉄道庁の本絡的資料調査， 鉄道院の編さんなど 5 箇年にわた

りいくたの困難と多大の努力を費して完成，わが国鉄道の沿革

と発達の経緯を詳細に記述した， 日本鉄道巡史の先駆といわれ

るもの。鉄道創業時代， 官~鉄道並進時代， 鉄道固有時代の 3

鏑から成り，上篇は明治以前の事蹟と して蒸気事の渡来に始ま

る鉄道の創始， 線路延長， 幹線敷設，私鉄の創始 ・ 発達から鉄

道敷設法の公布にいたる明治 25 年までを，中篇は官設鉄道， ;V.、

鉄の発達， 鉄道の!読督および法令， 軌制問題， 鉄道固有法の施

行におよぶ明治 39 年までを， 下篇は明治 40 年以降の箇鉄 . ~

鉄の発途と広軌鉄道改築笑にいたるまでを取扱っている。各篇

に写21 ・ 図版を入れ， 附録 と して鉄道年表と索引が添えてある。

本替の正確 ・ 詳細!な記録は鉄道史研究のための基礎資料として

欠くことのできないものとなっており ，日本における鉄道発達

の歴史を伝える質量な文献。

本邦鉄道の社会及経済に及ぼせる彫響(大正 5年干IJ ， 菊判1 ，690

ベ ー ジ)はわが国鉄道の IJfl ìili以来， 50 年間の進歩発達によって

社会 ・ 経済上いかなる影響をおよぼしたかを調査したもの。上

中下 3 巻， 18 章に分れ，上巻でわが図鉄道の発達と貨客運輸の

改善について述べ， 中下巻で設業 ・ 務産業 ・ 水産業 ・ 山林業・

鉱業 ・ 蚕糸業 ・ 製造工業など各極産業に及ぼした影響を記述，

その調査の範囲も進んで鉄道が他の巡輸機関，郵便・電信， 外

国交通などにおよぼした~響はいうまでもなく，人口 の分布，

社会各般の制度 ・ 文物 ・ l風俗 ・ 習慣におよんでいる。系統的調

査の結果公刊された権威ある資料であり，日本における経済 ・

社会上の文献として貴重な貢献をなしたもの。

日本陸連十年史(運輸淵査局編， 昭和 26 年日本国有鉄道干1]，

A5 判 1 ，749 ベ ージ)は第 2 次世界大戦戦時 ・ 戦後にわたる日本

陵上運輸に関する史料を財団法人運輸調査局が編集， 後世に残

る陸運施策の記録として特筆すべきもの。全 3 部に分れ， 第 1

部は戦時交通Ãnìで総論か ら戦時下陸連綴構の変遷， 運輸施設の

保守 ・ 地強 ・ 防衛 ・ 復旧 ・ 戦時鉄道輸送の推多を述べ， さ らに

戦時速輸における経営および財政，戦時輸送と国鉄資材， 鉄道

労働のI臨時体制を説明し， つぎに自動車運送における戦時体制，

地方鉄道および軌道における戦時輸送から陸上小運送における

戦時体制におよんでいる。第 2 部は戦後交通績で総論から連合

軍の鉄道管理，陸.ìlli機併の改編， 鉄道施設の復旧対策とその笑

施，鉄道輸送の混乱と復旧などを述べ， さらにインアレと鉄道

経営， 終戦後における資材 ・ 労働問題，自動車輸送の動向， 地

方鉄道と軌道々の混乱と復旧，終戦後の小運送問題にいたり結語

とな っている。第 3 部は附録綱で 238 ベー ジにわたる詳細な日

本陸連十年史年表と索引が添え られている。年表は鉄道を中心

と し編年体により暦日 11頂に縞さん， '!!Il立した参考資料としても

独自の存在の意義と価値が認められる。

また通史以外部分的 ・ 専門の資料 ・ 記録と しておもなものに

逓信省鉄道局編 L鉄道国有始末一斑1 と鉄道省繍 L国有十年1

および L鉄道一瞥1 などあげることができる。

鉄道国有始末一斑(明治 42 年刊， 46 倍判 1 ，078 ベー ジ) は鉄

道国有法により主要私鉄 17 社を買収， 国有と した経過を当時の

調査報告書によ りとりま と めたもの。 鉄道国有法制定の沿革か

ら臨時鉄道国有準備局の設置， 資収の 11贋序 と期 日， お よ び買収

価格から成り ， 国有突施にいたる まで一切の記録がおさめられ

てある。国営による鉄道交通網の実現がどの よ うに して達成さ

れたかを知る好文献。

固有十年(大正 9 年刊， 46 倍判， '332 ベ ー ジ)は鉄道固有後の

第 1 矧， 10 年間の施設と成績を概観した発途史， 大正 5 年度英

文鉄道年事誌のほん訳。

鉄道一瞥(べつ) (大正 10 刊， 菊判 176 ベー ジ) は鉄道に関す

る回話， 年表， !見況， 記事， 統計 ， 図表などを組合せ， 大正 10

年 と 明治 5 年時代の国有鉄道発達の概嬰を網述， 鉄道の今昔を

比較したもの。興味ある史料が盛られてある。鉄道 50 年記念

出版物。

Jj IJに固有鉄道の隆史 と現況を簡単に紹介 した も のに連総調査

局編ï L鉄道 80 年の歩み1 が刊行されている。

鉄道 80 年の歩み(昭和 27 年日本国有鉄道刊， A 4 版横綴 131

ベー ジ) は一般に鉄道常識を普及し鉄道に対する理解 と親 しみ

を深める目的で，国鉄の収集 した資料を財団法人運輸調査局が

編集したもの。 日 本経済の発展と鉄道の果 した役割について概

観 し， ついで部門別に固有鉄道発達の概要を述べ， つぎに国有

鉄道 と ともに発達して来た民営鉄道史につき略述し， 終りに世

界の鉄道 と の 比較を試みている。オーノレア ート紙を使用，図

表 ・ 写真も多く ， 平易な記述のうちに 日本鉄道発達の概嬰を理

解する鉄道歴史の写真阪 と 志いわれるもの。 鉄道 80 年記念日i

版物。(川村1自治)

てつどうしほうけいさつ 鉄道司法警察 一般響祭のほかに

特別司法箸祭制度がある。この制度は社会の発展に伴ない， 各

極の犯罪の彼査に対してつぎの よ うな利点があるために設けら

オ1たものである。

1 特定の地域も し くは施設内に発生し，捜査に特別の知識

を必要とする犯罪について， 特別司法望書察職員をとくにこの特

定の地域または施設内に聞置したり ， またはこれに特別の訓練

を施す必要がなくなり ， 費用を節約することができ る。

2 施設の運営に， 附随的に犯罪の発生の予想される場合，

これが防illのため， 当該職員を特別司法響祭職員に指名するこ

とは， 犯~~の防止に使宜であるこ、 と はも とよ り，国家的事項た

る場合にあっ ては， これら業務の円滑なる運営をもたらすもの

で， より能率化することができる。

以上の利点を突~させ るために大正 11 年新たに刑事訴訟法

が制定公布された際， 同法第 251 条に右の要請に応ずる矯置が

とられた。

mJ訴法第 251 条 森林，鉄道其ノ 他特別ノ事項ニ付司法讐芸者

官吏ノ 職務ヲ行7ヘキ者及主主ノ職務ノ範囲ハt!J令 ヲ以テ之ヲ定

ム。

本条にもとづいて大正 12 ・ 1 2 ・ 28 t!J令第 528 号(司法警察官吏

及司法磐祭官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ l羽スノレ何)が制

定され，特別司法箸祭制度が確立された。鉄道司法警察制度も

またこのときに発足をみたのである。 制定当時この職務を行っ

ていた職員は

1 司法響察員の職務を行う者

駅長 229 lli掌区長 47 

2 司法巡査の職務を行う 者

駅助役 504 車掌区助役および車掌 631 

であったが， 終戦後における社会状勢の一変により ， この制度
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